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評議員 東賢司 

 

評議員会として承認できる状態ではないと考える理由 

 

1. 「事業報告書および決算計算書類」が完成されていない。 

資料-1 資料-2 資料-5 資料-6  

実績数に事実と相違ある可能性が高い。記載ミスが修正されていない（以下にも理由説明）。 

2. 監事による再監査が実施されていない。 

評議員会（６月２８日）の求めで再監査することになっていたが、事務局に確認したところ、「再監査

は行っていない。行うつもりはない」との回答があった。 

3. 定款に沿っていない。 

資料-4 

定款第３７条に評議員会にて承認を受けるには、「監事の監査後、理事会の承認」を受ける必要があ

ると定められている。 

4. 受託事業の実績数報告と不一致、実績数の信憑性が疑わしい。 

資料-５ 

同一項目の実績数で差異（不一致）はあり得ないため、精査（監査、チェック機能）が働いていていな

いと考えられる。 

5. 「計画書および中間報告書」の実績数の修正承認はどうするのか。 

資料-３ 

実績報告書（訂正版）の作成にあたり、「併せて令和３年度事業計画に表記されいる数字の訂正」が

記されているが、計画書および過去年度の事業報告書の修正においての承認、所管課への修正報

告についての説明（議案）になっていないが、どの取り扱うのか。 

6. 「社会福祉充実計画の承認」についての説明書類がない。 

改正社会福祉法の「社会福祉充実残額」の算定がなされたのか（必要がなかったのか）の説明は必

要ではないかと考えます。 

7. 宝塚市の「監査結果報告書」の指摘事項の改善実施報告がない。 

「令和２年度財政援助団体等監査の結果について（令和２年１２月１８日）」において、指摘を受けた

事項について、令和３年度（指摘後の直近１年度）の改善実施の報告を記した書類および口頭説明

もなかったが、「速やかに適切な措置を講じる」求めがあるからして、実施報告があるべき（事業報

告書への記載）が必要だと考えます。 
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中間報告 
（過去時点）の方が多い 

中間報告 
（過去時点）の方が多い 

資料-１ 発行書類の時間経過順で見えてくる実績数の矛盾 

 

①事業計画書（令和３年４月１日の計画） 

 

 

②中間報告書（令和３年９月３０日の状況） 

 
 

③事業報告書（令和４年６月１３日発行） 

 
 

④事業報告書（令和４年６月２８日訂正） 

 

 

 

 

令和３年実績（前回の指摘点）のみしか修正されていない 

上半期（６ヶ月）＝70 実績から、下半期（６ヶ月）＝＋１２の増加数に疑問？ 

支援件数が把握件数２倍になっても毎年１０〜２０で横ばい？ 

中間報告・計画書は「達成基準」が「計画値」に変更されているが同一年度の記述変更は好ましくない？ 

 



 3 

過年度の 
実績値の相違 

計画書にも記述ミス 

令和４年度の事業計画書は「計画値」と表記されており、令和３年度の事業報告書の原稿元？ 

事業報告の実績値が修正されると、計画書の計画根拠に影響がでる（記述の矛盾） 

資料-２ 令和４年度事業計画書（３月２８日評議員会）の実績値にも影響（過去年度の報告）がでる 

 

①令和４年度事業計画書 

 

 

②事業報告書（令和４年６月２８日訂正） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料-3 令和３年度事業計画書の実績修正 

 

①令和３年度事業報告書（案）の訂正書類について 
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資料-4 「定款第３７条第２項」に基づいていない 

 

①レジメ（議案） 

 

 

②定款 第３７条 

 

評議員会に提出する前（前項）に「監事の監査・理事会の承認」が必要 
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「訂正版」の実績数が、宝塚市の事業評価票の実績数と不一致 

 

資料-5 宝塚市への報告書（施設管理運営事業評価表）との実績数の相違 

 

①事業報告書（令和４年６月２８日訂正） 

 

 

②令和３年度施設管理運営事業評価表（作成課：子ども家庭支援センター） 

 

 

 

①事業報告書（令和４年６月２８日訂正） 

 

 

②令和３年度施設管理運営事業評価表（作成課：子ども家庭支援センター） 
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「予算書の予算額」と 
「決算書の予算額」が不一致 

資料-６ 決算報告書の記述の相違 

 

①令和３年度決算計算書類・財産目録（令和４年６月１３日発行） 

 

 

②令和３年度資金収支予算書（令和３年４月１日の計画） 

 


